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別添資料 2) 配信メール・タスクリストについて 
JAFTAS では、円滑にご利用いただけるよう、各種手続きについて自動配信メールとタスクリスト表示の機能を 

備えています。 

 

◆自動配信メール送信・受信の条件 

自動送信メールは、以下の条件のもとで受信いただけます。 

受信の条件：①受信先のユーザー設定画面で「メール配信」を「受信する」とし、利用期間内である 

②該当のメニューに対し「閲覧可能」以上の権限がある 

③該当の ID に対し、作業担当者に設定されている、もしくは作業履歴に名前がある 

※一部のアクションでは、対象の ID に作業担当者や作業履歴が存在しない場合、①～②

の条件で広く対象のユーザーにメールが送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、以下の自動配信メールについては、受信の条件にかかわらず利用期間内の全ユーザーに送信されます。 

・基本機能（ユーザー登録、パスワード変更など）に関係するメール 

・JAFTAS サポートデスクからのお知らせ（システムメンテナンスなど）に関するメール 

 

 

◆タスクリスト受信条件 

タスクリストは、ログイン後右上の名前の横にある「✔」マークを参照することで確認できます。 

赤丸が表示されている場合は、未確認のタスクリストが存在します。 

以下の条件のもとでタスクリストを受信します。 

受信の条件：該当の ID に対し、作業担当者に設定されている、もしくは作業履歴に名前がある 

※一部のアクションでは、対象の ID に作業担当者や作業履歴が存在しない場合、 

広く対象のユーザーにタスクリストが表示されます。 

※ユーザー設定画面でのメール配信設定にかかわらず表示されます。 

※タスクは該当の ID に関して操作を行うと表示されなくなります。ご自身で

個別のタスクを消すことはできません。 

※入力可能権限のみ保持している方も、確定可能権限が必要な操作につ

いて表示される場合があります。（依頼取下・回答取下など）  

グループ設定による影響 
◆グループに所属するユーザーの場合 

 ・グループ設定にて、＜取引先企業＞で限定している場合、該当の取引先でアクション（依頼送信、
回答承認、差戻し等）が行われた際に配信メールを受信します。 

 ・＜自社品番＞で限定している場合、該当の品番でアクションが行われた際に通知メールを受信しま
す。自社品番を入力する前（ステータス‶受付前“）の状態ではグループ設定は影響せず、メール
を受信します。 

 
◆グループに所属しないユーザーの場合は、受信条件①～③に沿って対象のメールを受信します。 
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＜定期配信メール＞ 

 

「【JAFTAS】状況のご案内」というタイトルの 1 本のメールにて、前日の状況をご案内します。 

配信される内容は以下の通りです。自身に該当の案件やIDがない場合は、定期配信メールは配信されません。 

定期配信メールの内容は、タスクリストの表示対象外です。 

 

参照 アクション 受信者 メール記載内容 受信条件 

A3) 依頼送信 回答企業 新規の調査依頼があります 

・前日に依頼が送信された 
・回答(A)にてステータス受付

前の ID がメール送信日
9:00 時点に存在する 

A9) 
回答期限切迫 
（リマインド） 

回答企業 
回答期限が 7 日以内に迫っ
ているものがあります 

・依頼者の仕入先設定にて 
「リマインドメール要否」を「要」
としている 
・回答期限日を除く 7 暦日前
の回答(A)ID が存在する 

R4) 回答承認 
回答企業 
(取下実行企業) 

調査回答が承認されました 
・前日に回答(A)が承認された
ものが存在する 

A3) 
支給品調査依
頼通知 

親依頼送信ユー
ザー 

支給品調査依頼があります 
・前日に依頼に関連する支給
品に対して調査依頼が送信さ
れた 

R4) 回答送信 依頼企業 回答を受信しました 
・前日に調査回答を受信した
依頼(R)ID が存在する 

 

  

グループ設定による影響 
◆グループに所属するユーザーの場合 

 ・グループ設定にて、＜取引先企業＞で限定している場合、該当の取引先でアクション（依頼送信、
回答承認、差戻し等）が行われた際にタスクリストを受信します。 

 ・＜自社品番＞で限定している場合、該当の品番でアクションが行われた際にタスクリストを受信しま
す。自社品番を入力する前（ステータス‶受付前“）の状態ではグループ設定は影響せず、タスクリ
ストを受信します。 

 
◆グループに所属しないユーザーの場合は、受信条件に沿って対象のタスクリストを受信します。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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＜即時配信メール＞ 

 

依頼者・回答者もしくは TKTC や関連する作業が行われた段階で、即時で配信されるメールです。 

一部の即時配信メール対象のアクションは、JAFTAS ログイン後のタスクリストにも表示されます。 

 

◆招待・企業追加申請に関する即時配信メール・タスクリスト 

※上記に関わらず招待・企業追加申請の送信者とアカウント管理者にのみメールが自動配信されます。 

参照 アクション 受信者 メール・タスクリスト件名 説明 
タスクリスト

表示 

－ 
新規一般企業
招待承認(被招

待者） 

被招待企業代表
者 

【JAFTAS】経済連携協定のた
めの原産資格調査システムへの

ご招待 

初回招待時 × 

－ 
新規企業招待
承認通知 

被招待企業アカウ
ント管理者 

【JAFTAS】初回登録及び{招
待企業名} 様の仕入先企業と
して登録されました 

企業承認後 × 

III-
2) 

新規一般企業
招待承認(招待
者） 

招待者 
招待企業アカウン
ト管理者 

【JAFTAS】{被招待企業名} 
様がシステムに登録されました 

企業承認後 × 

III-
3) 

既存企業被招
待通知※1 

被招待企業アカウ
ント管理者 
招待時に指定さ
れたメールアドレス 

【JAFTAS】{招待企業名} 様
から仕入先追加申請がありまし
た 

追加申請時 
（初回以外） 

〇 

－ 
契約企業追加

通知 

新規契約企業代

表者 

【JAFTAS】への契約利用登録

が完了しました 

契約利用登録

時 
× 

※1 招待時に指定されたメールアドレスが JAFTAS にユーザー登録されていない場合も、指定されたメールアドレスに

メールが配信されます 

 

◆ユーザー登録・パスワードに関する即時配信メール 

参照 アクション 受信者 メール件名 説明 
タスクリスト

表示 

II-2) 
新規ユーザ
ー通知 

被登録ユ
ーザー 

【JAFTAS】ユーザー登録が完了しました 新規ユーザー登録 × 

I-4) 
パスワード 
リセット 

対象者 
【JAFTAS】パスワードの変更 URL のご
案内 

パスワード再発行 × 

 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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◆調査回答・回答送信(A)の機能に関する即時配信メール・タスクリスト 

参照 アクション 受信者 メール・タスクリスト件名 説明 
タスクリスト

表示 

A13) 回答差戻 回答企業 
【JAFTAS】回答が差戻されました
（AXXXXXXXXXX） 

依頼者が回答を差
戻したとき 

〇 

A10) 依頼取下※2 回答企業 
【JAFTAS】依頼取下を受信しました
（AXXXXXXXXXX） 

依頼者が依頼取下
げを実行したとき 

〇 

A12) 
回答取下 
承認 

回答企業 
【JAFTAS】回答取下が承認されまし
た（AXXXXXXXXXX） 

依頼者が回答取下
依頼を承認したとき 

〇 

 
※2 依頼取下のメール・タスクリストについては、ステータス「受付前」の場合に限り、作業担当者や作業履歴を考慮

せずに配信されます。 

 

◆調査依頼・回答受信(R)の機能に関する即時配信メール・タスクリスト 

参照 アクション 受信者 メールタイトル 説明 
タスクリスト

表示 

R8) 依頼差戻 依頼企業 
【JAFTAS】依頼差戻を受信しました
（RXXXXXXXXXX） 

回答者から差戻さ
れたとき 

〇 

R7) 
依頼取下
承認 

依頼企業 
【JAFTAS】依頼取下が承認されました
（RXXXXXXXXXX） 

回答者が依頼取下
依頼を承認したとき 

〇 

R7) 
依頼取下
否認 

依頼企業 
【JAFTAS】依頼取下が否認されました
（RXXXXXXXXXX） 

回答者が依頼取下
依頼を否認したとき  

〇 

R12) 
原産資格
喪失通知 

依頼企業 
【JAFTAS】原産資格喪失のご連絡
（RXXXXXXXXXX） 

完了した調査依頼
に対し、原産資格
喪失の通知を受け
たとき 

〇 

R9) 
回答取下
依頼 

依頼企業 
【JAFTAS】回答取下を受信しました
（RXXXXXXXXXX） 

回答者が送信済み

回答の取下を希望
するとき 

〇 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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◆原産資格調査(D)の機能に関する即時配信メール・タスクリスト 

参照 アクション 受信者 メールタイトル 説明 
タスクリスト

表示 

D7-
3-3） 

TKTC 
審査承認 

審査依頼
者 

【JAFTAS】TKTC 審査が承認されまし
た（DXXXXXXXXXX） 

TKTC 審査が承認
されたとき 

〇 

D7-
3-3） 

TKTC 
審査否認 

審査依頼
者 

【JAFTAS】TKTC 審査が否認されまし
た（DXXXXXXXXXX） 

TKTC 審査が否認
されたとき 

〇 

D7-
3-3） 

TKTC 
審査差戻 

審査依頼
者 

【JAFTAS】TKTC 審査が差戻されまし
た（DXXXXXXXXXX） 

TKTC 審査が差戻
されたとき 

〇 

 

 

＜更新履歴＞ 

Ver.2  ◆調査回答・回答送信(A)の機能に関すること（回答者として受領） 

A9）回答期限切迫（リマインド）回答期限日を除く 7 暦日前から配信 

◆グループ設定をしている場合について追加 

 

Ver.8.4 ◆配信メールの改修・タスクリスト新設に伴い全体を変更 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf

